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改  正  後 現     行 備 考 

 

第１編 共通編 
 

第１章  総  則 

 

第１節 総  則 

１－１－１～１－１－11【 省 略 】 
 
１－１－12 工事着手 

受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開

始日後30日以内に工事着手しなければならない。 

 ［削除］ 

 
 
１－１－13～１－１－54【 省 略 】 
 
 

第 2 章  材  料【 省 略 】 

 

第１編 共通編 
 

第１章  総  則 

 

第１節 総  則 

１－１－１～１－１－11【 省 略 】 
 
１－１－12 工事着手 
１ 受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開

始日後30日以内に工事着手しなければならない。 

２ 前項の工事着手に際し、受注者は、別に定める様式により「着手届」を監

督員に提出しなければならない。 

 
１－１－13～１－１－54【 省 略 】 
 
 

第2章  材  料【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号削除 

 

項目削除 

 


